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【平成23年度（第３次補正）】
・学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業　542百万円【復興特会】
【平成24年度】
・学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業　1,082百万円【復興特会】

施策の内容

　今後、被災地の自律的な復興に向けて、住民一人一人が主体的に参画することのできる地域コミュニ
ティ再生のための学びの場づくり、コミュニケーションの場づくりを推進することが必要である。
　このため、学校や公民館等の社会教育施設も活用しつつ、学習活動のコーディネートや指導、安全管
理・ＩＣＴ活用支援等に従事する人材を配置し、地域住民の学習・交流を促進するとともに、子どもたちの
良質な成育環境を整備する。これらを通じ、学びを媒介としたコミュニケーションの活性化や地域の課題
解決の取組を支援し、地域コミュニティの再生を図る。

施策の進捗状況及び今後の予定

○平成23年度は52自治体、24年度は169自治体（実数）において、地域ぐるみの防災教育や心のケアな
どの地域課題に応じた学習・交流活動や、児童生徒に対する放課後や週末等の学習・交流の場の提
供、学校と地域の協働学習などの取組を実施。
　また、地域スポーツコーディネーターを配置し、スポーツ・レクリエーション教室などのプログラムを実
施。

○25年度予算でも引き続き本事業を要求しており、今後も被災地の地域コミュニティ再生支援のための
取組を推進していく予定。

平成23・24年度の予算措置の状況
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